
大阪市在日外国人高齢者給付金支給要綱 

 

制  定 平８．９．27 大阪市民生局要綱 37 

最近改正 令３．３．22 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市に居住する在日外国人（日本国籍を取得した者を含む）の内、老

齢基礎年金（国民年金）の受給資格を得ることができなかった高齢者に対し、高齢者給付

金（以下「給付金」という。）を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 老齢基礎年金等 国民年金法（昭和 34年法律第 141号）に基づく年金たる給付、国民

年金法等の一部を改正する法律（昭和 60年法律第 34号。以下「60年改正法」という。）

第１条の規定による改正前の国民年金法に規定する年金たる給付をいう。 

(2) 住民登録 住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の規定によるものをいう。 

(3) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成 21年法律

第 79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和 27年法律第 125号）の規定

によるものをいう。 

（支給対象者） 

第３条 市長は、本市内に居住し次のいずれかに該当する者で、国民年金制度上、老齢基礎

年金等の受給資格のなかった者（以下「支給対象者」という。）に給付金を支給する。 

(1) 大正 15年（1926年）４月１日以前に出生し、昭和 57年（1982年）１月１日以前から

平成 24年（2012年）７月８日まで日本国内で外国人登録を行っていた者で、同月９日以

降引き続き住民登録され、現在本市で住民登録を行っている者。 

(2) 大正 15年（1926年）４月１日以前に出生し、昭和 57年（1982年）１月１日以前に外

国人登録を行っていた者で、昭和 57年（1982年）１月１日以降に日本国籍を取得し、現

在本市で住民登録を行っている者。 

（支給制限） 

第４条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、給付金を支給しないものとする。 

(1) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による生活保護を受給しているとき。 

(2) 公的年金（別表に定める給付及び補償をいう。）を受給しているとき。 

(3) 大阪市外国人心身障がい者給付金を受給しているとき。 

(4) 老人福祉法に定める養護老人ホーム、又は特別養護老人ホームに、入所しているとき。 



(5) 支給対象者並びにその配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当す

る所得を有するとき。 

(6) 他の市町村が実施する同様の給付制度の受給対象となっているとき。 

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を受給していると

き 

（給付金の額） 

第５条 給付金の額は、１人につき月額 10,000円とする。 

（受給の申請等） 

第６条 給付金の支給を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、支給申請書（様

式第１号、以下「申請書」という。）に在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書

（様式第２号、以下「申立書」という。）を添付して、申請しなければならない。 

２ 給付金の支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）は毎年 10月末日までに現況届

（様式第４号）を提出しなければならない。 

（給付の決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の申請があった場合において、これを審査し給付金の支給決定

又は不支給決定をする。給付金の支給を決定したときは支給決定通知書（様式第３号）に

より、給付金の不支給を決定したときは不支給決定通知書（様式第３号の２）により申請

者に通知する。 

（給付期間及び支給期間） 

第８条 給付金の支給は、第６条第１項による申請があった日に属する月の翌月から開始し、

給付金受給権が消滅した日の属する月までとする。  

２ 市長は、毎年４月、７月、10月及び１月に前条の規定により、受給者に前３カ月分の給

付金を支給する。 

（届出） 

第９条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当す

る事由が生じたときは、すみやかに資格要件等変更届（様式第５号、以下「変更届」とい

う。）により届け出なければならない。 

(1) 第 11条第１項の各号に該当し、受給資格が消滅したとき。 

(2) 住所又は氏名及び振込先口座が変更したとき。 

２ 市長は、給付金の変更届の提出があったときは、これを確認し、受給者に変更通知書（様

式第６号）で通知する。 

（支給の停止） 

第 10条 市長は、受給者が第６条第２項の現況届を提出しないときは、当該年の 10月分か

ら給付金の支給を停止する。 

２ 受給者又は配偶者・扶養義務者の所得が第４条第１項第５号に該当することに至ったと

きは、その年の 10月分から翌年の９月分まで給付金の支給を停止する。 



３ 市長は、給付金の支給の停止を決定したときは、受給者に対し、支給停止通知書（様式

第６号）で通知する。 

（受給権の消滅） 

第 11条 受給者が次のいずれかに該当するとき、給付金を受給する権利は消滅する。 

(1) 受給者が死亡したとき。 

(2) 第３条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。 

(3) 第４条第１項第１号から第４号及び第６号のいずれかの規定に該当するとき。 

２ 市長は、給付金の受給権が消滅したときは、受給者ないし配偶者等に対し、受給資格消

滅通知書（様式第６号）で通知する。 

（未支給の給付金） 

第 12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその

者に支給しなかった未支給の給付金があるとき、その者と生計を同じくしていた者は、そ

の未支給の給付金の支給について未支給金請求書（様式第７号）により請求することがで

きる。 

２ 生計を同じくしていた者とは、原則として本人と同居し、生活を共にしていた者をいう。 

３ 市長は、未支給金の請求があった場合、これを審査し支給することができる。 

（給付金の返還） 

第 13条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金返還通知書（様式第８号）

により、受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求する。 

(1) 重複して給付金を受給したとき。 

(2) 第 11条による受給権の消滅以後に給付金を受給したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第 14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（施行細目の委任） 

第 15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は福祉局長が定める。 

２ この要綱の施行に関し、第７条、第 10条及び第 12条の事務は、区保健福祉センター福

祉業務主管課長が行う。 

 

附 則 

この要綱は、平成８年 10月１日から施行する。ただし、平成８年度においては、平成８年

12月 20日までに申請のあった者は、平成９年１月に、平成９年３月 31日までに申請のあっ

た者については、平成９年４月にそれぞれ平成８年 10月（この制度の施行後に支給対象者と

なる者は、支給要件を満たす事となった日の属する月の翌月）分から支給する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 13年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年７月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（平 30．３．26） 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（平 31．４．26） 

この要綱は、元号を改める政令（平成 31年政令第 143号）の施行の日から施行する。 

附 則（令３．３．22） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表 

(1) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）に基づく年金たる給付（同法附則第 28条に

規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。） 

(2) 船員保険法（昭和 14年法律第 73号）に基づく年金たる給付 

(3) 恩給法（大正 12年法律第 48号。他の法律において準用する場合を含む。）に基づく年

金たる給付 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和 33年法律第 128号）及び国家公務員共済組合法の長期給付

に関する施行法（昭和 33年法律第 129号）に基づく年金たる給付 

(5) 地方公務員法の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152号）及び地方公務員等共済組合法の長期

給付等に関する施行法（昭和 37年法律第 153号）に基づく年金たる給付 

(7) 私立学校教職員共済法（昭和 28年法律第 245号）に基づく年金たる給付 

(8) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する法律(平成 13年法律第 101号)附則第 16条の規定によりなお

その効力を有するとされた廃止前の農林漁業団体職員共済組合法（昭和 33年法律第 99号）

に基づく年金たる給付 

(9) 旧令による共済組合等から年金受給者のための特別措置法（昭和 25年法律第 256号）に

基づいて国家公務員共済連合会が支給する年金たる給付 

(10)戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和 27年法律第 127号）に基づく年金たる給付 

(11)未帰還者留守家族等援護法（昭和 28年法律第 161号）に基づく留守家族手当（同法附則

第 45項に規定する手当を含む。） 

(12)労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）に基づく年金たる給付 

(13)国家公務員災害補償法（昭和 26年法律第 191号。他の法律において準用する場合を含む。）

に基づく年金たる給付 

(14)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭和 32年

法律第 143号）に基づく条例の規定に基づく年金たる補償 

(15)地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）及び同法に基づく条例の規定に基づく

年金たる補償 

(16)日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付 

(17)石炭鉱業年金基金法（昭和 42年法律第 135号）に基づく年金たる給付 

 



様式第１号 

在日外国人高齢者給付金支給申請書 

令和  年  月  日  

大阪市長 様 

申請者 

氏名  

（電話番号               ） 

 在日外国人高齢者給付金支給要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

（・太枠の中をご記入ください。 ・該当するものの□にレを付けてください。） 

住 所 大阪市      区 

フ リ ガ ナ   

申請者氏名  （通称名            ） 

生 年 月 日 明 ・ 大 ・ 西暦    年   月   日 

外国人登録日 

昭    年   月   日 登 録 番 号 

帰化した方 

帰化年月日 昭・平・令    年   月   日 
    

生活保護受給の有無 ☐ 受けていない      ☐ 受けている    

公的年金受給の有無 ☐ 受けていない      ☐ 受けている    

外国人心身障がい者給付金 ☐ 受けていない      ☐ 受けている    

老 人 ホ ー ム 入 所 ☐ 入所していない     ☐ 入所している   

他の市町村で同様の給付金 ☐ 受けていない      ☐ 受けている    

連 絡 先 

氏名  
電話 

番号 
 

住所  
申請者と 

の続柄 
 

振 込 先 

金融機関名  支店名  

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口座番号  

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 

 

 

 

※この欄には記入しないでください。 

審

査 

登録・生年月日 生 保 年 金 
決

裁

欄 

課長 課長代理 担当係長 係員 

該当 ・ 非該当 有 ・ 無 有 ・ 無 

心 身 給 付 入 所 所得制限 

有 ・ 無 有 ・ 無 以下・超過 

決 定 区 分 
☐ 支 給（        年     月分～） 

☐ 不支給（理由：                                          ） 

 



様式第２号 

在日外国人高齢者給付金に係る所得状況等申立書 
   

 

令和  年  月  日 

大 阪 市 長  様 

 

 申請者 

 氏 名                      

 

下記のとおり、相違ありません。また、大阪市が下記の事項について、調査を行

うことに同意します。 

 

記 

 

生
計
を
一
に
す
る
家
族
の
状
況 

氏    名 年齢 
受給資格者

と の 続 柄 
同居・別居の別 住  所（別居のとき） 備  考 

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

前 

年 

の 

所 

得 

状 

況 

年 分 区  分 氏     名 ※所得金額の合計 扶養親族等数 

 

 

 

年分 

支 給 対 象 者  円 人 

配 偶 者  円 人 

主たる扶養義務者  円 人 

※ 所得金額の合計：市民税非課税者は、非課税と記入して下さい。 

  扶養親族等数：控除対象配偶者及び扶養親族の数 

添付書類 課税世帯の方は、所得が確認できる書類（源泉徴収票、課税証明等） 

扶養義務者の所得が確認できる書類（源泉徴収票、課税証明等） 

 



様式第３号 

令和  年  月  日  

 

 

          様 

大阪市長     
 

 

 

大阪市   区保健福祉センター  

 

電話番号        

FAX 番号        

在日外国人高齢者給付金支給決定通知書 

    年  月  日付けで申請のありました在日外国人高齢者給付金の支給について、次の

とおり決定しましたので、在日外国人高齢者給付金支給要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

受給者氏名 

支給開始年月         年  月～ 

性 別 

生 年 月 日         年  月  日生（  歳） 

振 込 口 座 

 

 

口座名義人 

 

支給条件 

1.この高齢者給付金は、年４回（７月、10 月、１月、４月）に分けて、口座振込の方法により支払います。 

2.この高齢者給付金を受けるには、毎年度９月に現況届の用紙を送付しますので 10 月 31 日までに記入のうえ提出

してください。提出されないと給付金の支給ができなくなりますのでご注意ください。 

3.住所の変更、死亡、振込口座を変更されたときには、速やかにお届けください。 

4.次の事項に該当したときは、給付金の支給決定を取り消し、又は、既に支給した給付金の全部もしくは一部の返

還を命ずることがあります。 

 (1) 生活保護、公的年金及び大阪市外国人心身障がい者給付金を受けるようになったとき。 

 (2) 老人ホームに入所したとき。 

 (3) 本人、配偶者又は扶養義務者の前年所得が要綱で定める支給制限の金額を超えるようになったとき。 

 



様式第３号の２ 

令和  年  月  日  

 

 

          様 

大阪市長     
 

 

 

大阪市   区保健福祉センター  

 

電話番号        

FAX 番号        

在日外国人高齢者給付金不支給決定通知書 

    年  月  日付けで申請のありました在日外国人高齢者給付金の支給について、次の

とおり決定しましたので、在日外国人高齢者給付金支給要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

申請者氏名 

 

生 年 月 日         年  月  日 

 

不支給の理由 

 



様式第４号 

在日外国人高齢者給付金現況届 

令和  年  月  日 

 

大 阪 市 長 様 

（受給者） 

住 所                     

 

氏 名                      

（      年   月   日生）  

 

在日外国人高齢者給付金支給要綱第６条第２項の規定により現況について、次のとおり届け出ま

す。また、大阪市が次の事項について、調査を行うことに同意し、同意書を添付します。 

記 

介護保険被保険者番号  後期高齢者医療被保険者番号  

生活保護受給の有無 □受給していない □受給した（    年  月から） 

公的年金受給の有無 
□受給していない 

□受給した（    年  月から） 年金の種類        年金 

外国人心身障がい者給付金の有無 □受給していない □受給した（    年  月から） 

老人ホーム入所 
□入所していない 

□入所した（    年  月から 施設名             ） 

他の市町村で同様の給付金 □受給していない □受給した（    年  月から） 

受給者および配偶者ならび

に扶養義務者氏名 

支 給 対 象 者  

配 偶 者  

主たる扶養義務者  

 

※ この欄は記入しないでください。 

審 
 
査 

生 保 年 金 心身給付 入 所 所得制限 その他 
決
裁
欄 

課 長 
課長
代理 

係 長 係 員 

有・無 有・無 有・無 有・無 
以下 
・ 
超過 

 

    

決定区分 支給（    年  月 ～ ）  支給停止（理由：                  ） 

 



様式第５号 

在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届 
   

令和  年  月  日 

大 阪 市 長  様 

 

受 給 者 住 所                               

氏 名                  

（通称名              ） 
 

届 出 者 住 所                               

氏 名                  

（受給者との続柄         ） 

 

在日外国人高齢者給付金支給要綱第９条の規定により、下記のとおり届出します。 
  

１ 資格要件にかかる変更 

市 内 に 住 民 登 録 が 

な く な っ た 

区     分 転  出  ・  死  亡 

異動があった日        年     月     日 

そ の 他 

生活保護を受給した。 

公的年金を受給した。（年金の種類               ） 

外国人心身障がい者給付金を受給した。 

老人ホームに入所した。 

受給者本人等の前年所得が要綱で定める支給制限の金額を超えた。 

その他（                           ） 

異動があった日        年     月     日 

※ 受給者が死亡した場合は、配偶者・扶養義務者等の受給者と生計を同じくしていた者が届出をし
てください。また、未支払高齢者給付金がある場合は、未支給金請求書を提出してください。 

２ その他の変更 

届 出 事 項 新 旧 

住 所 変 更 

（市内転居） 

大阪市     区 

 

大阪市     区 

 

振込先変更 

銀行・金庫・組合       支店 銀行・金庫・組合       支店 

預金種別 普 通 ・ 当 座 預金種別 普 通 ・ 当 座 

口座番号  口座番号  

フリガナ 

口座名義 
 

フリガナ 

口座名義 
 

そ の 他   

変 更 日        年     月     日 

 

受給者生年月日 年   月   日  
決 

裁 

欄 

課 長 課長代理 担当係長 係 員 

登 録 番 号      

  



様式第６号 

令和  年  月  日  

 

 

          様 

大阪市長     
 

 

 

大阪市   区保健福祉センター  

 

電話番号        

FAX 番号        

在日外国人高齢者給付金 変更・支給停止・受給資格消滅 通知書 

 在日外国人高齢者給付金支給要綱 第９条・第 10条・第 11条 の規定により、次のとおり 

変更・支給停止・受給資格消滅 しましたので通知します。 

 

記 

 

受給者氏名 

 

変更時期・支給停止年月・受給資格消滅時期 

 

変更・支給停止・受給資格消滅 の理由 

 

 

 

備 考    1.未受給の給付金は、令和  年  月  日に支給します。 

          2.受給者が死亡した場合に未受給の給付金があるときは、死亡当時のその者と

生計を同じくしていた配偶者や扶養義務者等は、未支給の給付金を受けること

ができますので、在日外国人高齢者給付金未支給金請求書を提出してください。 

 



様式第７号 

在日外国人高齢者未支給金請求書 

 

令和  年  月  日 

 

大 阪 市 長  様 

 

(請求者)  

住 所                

                                         

氏 名                

 （受給者との続柄         ） 

 

次のものに係る在日外国人高齢者給付金の未支給分を下記のとおり受けたいので、

在日外国人高齢者給付金支給要綱第１２条の規定により請求します。 

 

死亡した受給者 

氏 名 
 

死 亡 

年 月 日 
     年   月   日 

生 年 月 日 年     月     日 

登 録 番 号  

未 支 払 期 間      年   月から     年   月まで 

請 求 額 

（未支払金額） 
金             円 

振 込 先 

銀行           支店   

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ 

口座名義 

 

 

 

※ この欄は記入しないでください。 

審 
 

査 

未支払期間 

  年  月から    年  月まで 
決 

裁 

欄 

課 長 課長代理 担当係長 係 員 

    

未支払金額 

円 

決 定 区 分 
支 給 

不支給（理由：                               ） 



様式第８号 

令和  年  月  日  

 

 

          様 

大阪市長           印 
 

 

 

大阪市   区保健福祉センター  

 

電話番号        

FAX 番号        

在日外国人高齢者給付金返還通知書 

 

次のとおり、あなたが受給された在日外国人高齢者給付金について返還金が発生しましたので、

在日外国人高齢者給付金支給要綱第１３条の規定により、大阪市に返還くださるよう請求します。 

つきましては、同封の納付書により、納付期限内に銀行（大阪市指定金融機関、大阪市指定代

理金融機関、大阪市収納代理金融機関）で納めてください。 

 

記 

 

受 給 者 氏 名      
 
返 還 額              円 

   ただし、在日外国人高齢者給付金返納額 

       年  月 ～     年  月分として 

 

納 付 期 限   令和  年  月  日 
 
返 還 理 由   □ 市内に住民登録がなくなる（ 転居 ・ 死亡 ） 
   □ 生活保護を受給による 
   □ 公的年金を受給による 
   □ 外国人心身障がい者給付金を受給による 
   □ 老人ホームに入所による 
   □ 所得制限額超過による 

    □ その他（                 ） 

 


